
第9次群馬県保健医療計画における取組の評価及び課題の検証状況 資料３
心筋梗塞等の心血管疾患　ロジックモデル

進捗
特定健康診査の実施率
特定保健指導の実施率
20歳以上の者の喫煙率
高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率※
脂質異常症患者の年齢調整外来受療率※
糖尿病患者の年齢調整外来受療率※
心疾患（高血圧性を除く）受療率（入院）※
心疾患（高血圧性を除く）受療率（外来）※
虚血性心疾患受療率（入院）※
虚血性心疾患受療率（外来）※
心疾患等の救急搬送人員※

循環器内科医師数※
心臓血管外科医師数※

虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数
大動脈疾患患者に対する手術件数

入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数

心大血管リハビリテーション料（Ⅰ）（Ⅱ）届出施設
数

心血管疾患における地域連携計画作成等の実施件数
外来心血管リハビリテーションの実施件数
心血管疾患に対する療養・就労両立支援の実施件数

外来心血管リハビリテーションの実施件数【再掲】

心血管疾患における地域連携計画作成等の実施件数
【再掲】

①再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実
施すること
②在宅療養を継続できるよう支援すること

課題の検証　※左欄「課題あり」の場合のみ

目
標
値

健康寿命（男）

健康寿命（女）

在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患・大動
脈疾患患者の割合

心血管疾患患者が日常生活の場で質の高い生活を送
ることができる

進捗

4
（１）心血管疾患リハビリテー
ションの充実
（２）地域の連携促進

4
回
復
期

取組の評価

進捗

目
標
値

2

①再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理を実
施すること
②合併症や再発の予防、在宅復帰のための心血管疾
患リハビリテーションを入院又は通院により実施す
ること
③在宅等生活及び就労の場への復帰を支援すること
④患者に対し、再発予防などに関し必要な知識を教
えること

＊糖尿病患者のみの健康寿命が確認できないため、県民の
　健康寿命を記載

5
（１）疾患等の知識の普及啓発、
地域の連携促進（再掲）

5

再
発
予
防

進捗

目
標
値

急
性
期

進捗

目
標
値

急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンショ
ンの実施件数

PCIを施行された急性心筋梗塞患者数のうち、来院後90
分以内の冠動脈再開通割合

心疾患（高血圧性を除く）・虚血性心疾患の退院患者
平均在院日数

①患者の来院後速やかに初期治療を開始するととも
に、30分以内に専門的な治療を開始すること
②合併症や再発の予防、在宅復帰のための心血管疾
患リハビリテーションを実施すること
③再発予防の定期的専門的検査を実施すること

1

3

（１）専門医師の確保
（２）急性期の医療機能の確保
（３）地域医療機関の診療機能の
向上

3

※人口10万人対換算

救
護

1

（１）健康管理
（２）健診等の受診率の向上
（３）たばこ対策
（４）疾患等の知識の普及啓発、
地域の連携促進

1

心筋梗塞等の心血管疾患の疑われる患者が、できる
だけ早期に専門的な診療が可能な医療機関に到着で
きること

目
標
値

心筋梗塞等の心血管疾患の発症を予防すること

目
標
値

救急要請から医療機関への搬送までに要した平均時間

心肺機能停止疾病者全搬送人員のうち、一般市民によ
り除細動が実施された件数※

番
号 Ｃ　最終目標

2

（１）救急搬送時間の短縮
（２）救命率の向上
（３）ドクターヘリ等の運用
（４）初期症状出現時の対応

2
心血管疾患による死亡が減少している 進捗 取組の評価 課題の検証　※左欄「課題あり」の場合のみ

進捗

目
標
値

心疾患（高血圧性を除く）・虚血性心疾患・心
不全・大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率※

番
号 Ａ　個別施策

番
号

予
防

Ｂ　目標

進捗の記載要領

表示 内容 意味

達成 達成 目標を達成

↑ 前進(ⅰ) 目標達成に向けて順調に推移

↗ 前進(ⅰⅰ) 目標達成に向けて前進しているが、更なる取組が必要

→ 横ばい 計画策定時から横ばいで推移
↘ 後退 計画策定時より後退している

評価の記載要領

内容 意味

有効 計画推進にあたり、取組を継続

課題あり 計画推進にあたり取組を継続あたり、課題の検証が必要

評価不可 取組実行中で、評価段階にない



計
画
の
記
載
内
容
【

Ｐ
】

現状と課題
・本県では、年間３千人を超える人が心疾患で亡くな
り、死亡数全体の16.3％を占め、死亡原因の第２位。
また、大動脈瘤及び解離の死亡数が年間３百人を超え
ており、増加傾向。
・食生活を含めた生活習慣を改善して高血圧などを予
防するとともに、適切な治療を継続して重症化を防ぐ
ことが重要。
・地域の救急搬送圏の状況等を踏まえた上で、それぞ
れの地域に適した施設間ネットワークを構築すること
が必要。
・かかりつけ医等と専門的医療を行う施設が連携し
て、維持期における治療及びリハビリテーション体制
の整備が必要。

【予防】
・予防に対する普及啓発、特定健診・保健指導、喫煙対策
【救護】
・基盤整備、救護に対する普及啓発、ドクターヘリの運用
【急性期】
・人材確保・育成
【回復期】
・在宅医療提供体制の充実
【再発予防】
・再発予防に向けた普及啓発、在宅医療提供体制の充実

令
和
６
年
度
の
主
な
取
組
【

Ｄ
】

【予防】
《予防に対する普及啓発》
○ラジオ等による広報活動、元気に“動こう・歩こう”プロジェクトの展開
○ぐんま健康ポイント制度群馬県公式アプリ「Ｇ－ＷＡＬＫ＋」の運用
○心不全健康管理手帳の作成・配布、公開講座の開催（群馬心不全地域連携協議会）
《特定健診・保健指導》
○特定健診・保健指導従事者向け研修の実施（1回）
《喫煙対策》
○世界禁煙デー・禁煙週間等における広報、普及啓発活動
○受動喫煙防止及び禁煙に関する健康動画の作成・配信
○禁煙ポスターコンクール入賞作品を活用した普及啓発を実施
○未成年者や学生に対する喫煙防止講習会の実施
○県民公開講座の実施（1回）

【救護】
《基盤整備》
○統合型医療情報システムの運用
《救護に対する普及啓発》
〇応急手当講習会の開催（各消防本部・日本赤十字社群馬県支部）
《ドクターヘリの運用》
〇ドクターヘリ運航経費補助の実施

【急性期】
《人材確保・育成》
○群馬県医師確保修学研修資金貸与制度により、県内の特定病院において、特に充実する必要のある診療科（外科）に
将来従事しようとする研修医等に対して、修学又は研修に要する資金を貸与

【回復期】
《在宅医療提供体制の充実》
○医療・介護連携推進事業（退院調整関連事業、在宅医療に係る人材育成、多職種連携、普及啓発等事業）の実施

【再発予防】
《再発予防に向けた普及啓発》
○心不全健康管理手帳の作成・配布（群馬心不全地域連携協議会）
《在宅医療提供体制の充実》
○医療・介護連携推進事業（退院調整関連事業、在宅医療に係る人材育成、多職種連携、普及啓発等事業）の実施（再
掲）

具体的施策

５疾病・６事業及び在宅医療等の取組状況（令和６年度）

疾病・事業名
健康福祉課、医務課、健康長寿社会づくり
推進課、消防保安課

心筋梗塞等の心血管疾患 担当課



数値 年次 数値 年次 数値 年次

Ｂ 1 ① 55.9% 2021 57.9% 2023 70％以上 2029

Ｂ 1 ② 19.7% 2021 22.1% 2023 45％以上 2029

Ｂ 1 ③ 13.1% 2022 - - 10.2% 2028

Ｂ 1 ④ 275.5 2020 - - － 2029

Ｂ 1 ⑤ 72.0 2020 - - － 2029

Ｂ 1 ⑥ 96.3 2020 - - － 2029

Ｂ 1 ⑦ 52.0 2020 43.0 2023 － 2029

Ｂ 1 ⑧ 161.0 2020 99.0 2023 － 2029

Ｂ 1 ⑨ 11.0 2020 7.0 2023 － 2029

Ｂ 1 ⑩ 79.0 2020 44.0 2023 － 2029

Ｂ 1 ⑪ 263.8人 2021 119.5 2024 － 2029

Ｂ 2 ①
39.4分

関東最短
2021

41.8分
関東最短

2024 関東最短 2029

Ｂ 2 ② 1.19件 2021 2.15件 2024
全国平均

以上
2029

Ｂ 3 ② 1.9人 2020 2.2人 2024
全国平均

以上
2028

Ｂ 3 ③ 4,002件 2021 - - － 2029

Ｂ 3 ④ ＊ 2021 ＊ 2024 － 2029

Ｂ 3 ⑤ ＊ 2021 325件 2024 － 2029

Ｂ 3 ⑥ 65.5% 2021 ＊ 2023 65.5% 2029

Ｂ 3 ⑦ 4,511件 2021 ＊ 2023 － 2029

Ｂ 3 ⑧ 14.9日 2020 17.8日 2023 14.9日 2029

Ｂ 3 ⑨ 5.9日 2020 6.3日 2023 5.9日 2029

Ｂ 4 ① 21施設 2023 22施設 2024
21施設
以上

2029

Ｂ 4 ② ＊ 2021 ＊ 2023

現状より
増加

(除秘匿
データ)

2029

Ｂ 4 ③ 3,946件 2021 3,632件 2023 － 2029

直近値 目標策定時

目
標
値
【

Ｃ
】

心疾患（高血圧性のものを除く）
受療率（入院）※

心疾患（高血圧性のものを除く）
受療率（外来）※

分類
B：目標
C：最終

番号

虚血性心疾患受療率（入院）

虚血性心疾患受療率（外来）

虚血性心疾患の退院患者平均在院
日数

心大血管リハビリテーション料
（Ⅰ）（Ⅱ）届出施設数

心血管疾患における地域連携計画
作成等の実施件数

外来心血管リハビリテーションの
実施件数（レセプト件数）

虚血性心疾患に対する心臓血管外
科手術件数（レセプト件数）

大動脈疾患患者に対する手術件数
（レセプト件数）

PCIを施行された急性心筋梗塞患者
数のうち、来院後90分以内の冠動
脈再開通割合

指標
-:未公表

＊:個人情報保護の観点で非開示

特定健康診査の実施率

心疾患等の救急搬送人員※10万人
対

救急要請から医療機関への搬送ま
でに要した平均時間

心肺機能停止疾病者全搬送人員の
うち、一般市民により除細動が実
施された件数※10万人対

心臓血管外科医師数

急性心筋梗塞に対する経皮的冠動
脈インターベンションの実施件数
（レセプト件数）

特定保健指導の実施率

20歳以上の者の喫煙率

高血圧性疾患患者の年齢調整外来
受療率

脂質異常症患者の年齢調整外来受
療率※

糖尿病患者の年齢調整外来受療率
※

入院心血管疾患リハビリテーショ
ンの実施件数（レセプト件数）

心疾患（高血圧性を除く）の退院
患者平均在院日数



数値 年次 数値 年次 数値 年次

Ｂ 4 ④ ＊ 2021 ＊ 2023
現状より

増加
2029

Ｂ 5 ① ＊ 2021 ＊ 2023

現状より
増加

(除秘匿
データ)

2029

Ｂ 5 ② 3,946件 2021 3,632件 2023 － 2029

Ｃ 1 ① 203.8 2020 - -
全国平均

以下
2029

Ｃ 1 ② 117.6 2020 - -
全国平均

以下
2029

Ｃ 1 ③ 52.8 2020 - - 52.8以下 2029

Ｃ 1 ④ 22.1 2020 - - 22.1以下 2029

Ｃ 1 ⑤ 68.0 2020 - - 68.0以下 2029

Ｃ 1 ⑥ 50.8 2020 - -
全国平均

以下
2029

Ｃ 1 ⑦ 19.0 2020 - -
全国平均

以下
2029

Ｃ 1 ⑧ 12.1 2020 - -
全国平均

以下
2029

Ｃ 2 ① 73.41年 2019 73.37年 2022

①平均寿
命の増加
分を上回
る健康寿
命の増加

かつ
②73.57年

以上

2028

Ｃ 2 ② 75.80年 2019 75.54年 2022

①平均寿
命の増加
分を上回
る健康寿
命の増加

かつ
②76.70年

以上

2028

Ｃ 2 ③ 94.5% 2020 - - 94.5% 2029

Ｃ 2 ④ 74.3% 2020 - -
74.3％
以上

2029

大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡
率（男）

大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡
率（女）

健康寿命（男）

健康寿命（女）

在宅等生活の場に復帰した虚血性
心疾患患者の割合

目
標
値
【

Ｃ
】

在宅等生活の場に復帰した大動脈
疾患患者の割合

心疾患（高血圧性を除く）の年齢
調整死亡率（女）

虚血性心疾患の年齢調整死亡率
（男）

虚血性心疾患の年齢調整死亡率
（女）

心不全の年齢調整死亡率（男）

心不全の年齢調整死亡率（女）

分類
B：目標
C：最終

番号

心血管疾患に対する療養・就労両
立支援の実施件数（レセプト件
数）

指標
-:未公表

＊:個人情報保護の観点で非開示

心血管疾患における地域連携計画
作成等の実施件数（レセプト件
数）【再掲】

外来心血管リハビリテーションの
実施件数（レセプト件数）【再
掲】

心疾患（高血圧性を除く）の年齢
調整死亡率（男）

策定時 直近値 目標



課　題
・救急要請から医療機関への搬送までに要した平均時
間が延伸しており、主な理由としては、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大の影響や高齢化等による救急
搬送件数の増加等によるものと考えられる。
・また、一般市民によるＡＥＤの使用回数は、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大時に大きく減少した
が、現状は回復傾向にある。しかし、策定時の数値ま
で使用回数は戻っていない。

・急性心筋梗塞等の急性期患者に２４時間対応又はオ
ンコール対応できる医療機関数が１施設減少してい
る。該当施設における医師の減員が理由となってい
る。

・心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機
関数は、病院・診療所ともに減少している。なお、心
大血管疾患リハビリテーション料の届出施設数は策定
時から増加（H29.4：16施設→R6.4：22施設）してい
る。

・地域連携クリティカルパス導入医療機関数は、病院
では増えているが、診療所ではやや減少している。

今後の取組
・引き続き、消防・医療機関・保健所など関係機関との連携を密
にし、搬送先の選定及び搬送の迅速化を図るとともに、ＡＥＤの
使用など応急手当の普及啓発活動を推進する。

・二．五次保健医療圏の中で対応可能施設が連携しながら対応し
ており、引き続き広域的な医療連携体制を構築する。また、群馬
大学等の関係機関とも連携し、群馬大学医学部地域医療枠の設置
や各種修学資金の貸与など、引き続き医師確保に向けた取組を進
めていく。

・関係機関等と連携し、各種研修会の開催等を通じて心血管疾患
リハビリテーション体制を維持するとともに、心不全健康管理手
帳や地域連携クリティカルパスの普及促進により、各医療機関の
連携や多職種連携の強化を図る。

・関係機関等と連携し、地域連携クリティカルパスの導入促進を
行うとともに、心不全健康管理手帳の普及促進や各種研修会の開
催等を通じて、各医療機関の連携や多職種連携の強化を図る。

課
題
と
今
後
の
取
組
【

Ａ
】


